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令和元年度第１回男女共同参画推進会議 会議録 

 

１ 開催日時 令和元年８月２０日（火） 午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所 白井市役所本庁舎３階 会議室３０１ 

３ 出 席 者 西山千恵子会長、柴沙智江委員、大野晋次委員、伊藤忠昭委員、芦田恵子委員、 

鈴木孝委員、林部和代委員、市川温子委員、王凌委員、冴瑪悠委員、 

下山高範委員、若松和子委員 

４ 欠 席 者 岡澤和枝委員、宇野源一郎委員 

５ 事 務 局 企画政策課 永井課長、男女共同参画室 保科主査、竹内主任主事 

６ 傍 聴 者 ３名 

７ 議  題 （１）白井市男女平等推進行動計画 平成 30 年度進行管理結果について 

（２）後期実施計画の策定について 

（３）その他 

８ 議  事 白井市附属機関条例第６条の規定により、会長が議長として議事を進行した。 

 

○事務局 会議開催に当たりまして会長からご挨拶お願い申し上げます。 

○会長 どうも、こんにちは。まずはお暑い中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。 

 ものすごく暑かったり、少し曇って暑さが楽かなと思うと、もやっとした湿度の高い気候で、

何かといろいろと仕事の能率が落ちがちですが、この会議は快適な空調を整えていただいてお

り、円滑な会議を進めさせていただきたいと思います。皆様にご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 発言の際は、挙手の上、議長の指示の後にご発言いただくことになっておりますが、議論が

白熱しますと、私のほうも一々、何とか委員と言うのをつい失念したりしますのですけれども、

その際にも皆様からご指摘いただくのと、その点においてもご協力お願いいたします。 

 

（１） 白井市男女平等推進行動計画 平成30年度進行管理結果について 

○会長 それでは、議題の（１）について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 （事務局説明） 

○会長 ありがとうございました。 

 説明が終わりましたが、質問や意見などございますか。 

○委員 まず、2点ありまして、一点は数値目標の実績、積極的に育児をしている父親の割合に

ついてですが、「母親の主観による回答になっている割合が高いため、一概に割合が減ってい

ると判断はできない」と言っていますが、母親の主観で、父親が積極的に参加していると思っ

ていなければ、それは参加していることにならないと思います。母親の主観は大きいというか、
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手伝ってもらっていると思っていなければ意味がないので、この書き方、この考え方はよくな

いのかなと思います。逆に言えば、６割以上は、積極的に育児をしていると判断しているとい

うことは、そこまで悪いことではないかなと思うのですけれども、そこを今後どう捉えて、ど

のように目標値を設定していくかというのは、きちんと担当課で再考してほしいと思います。 

 もし、お父さんが参加していると思っているかもしれないと言いたいのであれば、それもち

ゃんと資料に追加するべきで、こういった主観は、やり過ぎかなというのは、一つあります。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 こちら、平成27年度の計画策定時の実績値というのがあり、32年度、計画終了時の

目標値が策定されていて、ほんの少しずつでも下がってきているのは、決していいことではな

いというのがあるかと思います。 

 こちらについては担当課のヒアリングを行い、この回答が出ています。担当課も、決して公

平な数値の出し方ではないのかなと。お母さんが手伝っていないと思えば、それは手伝ってい

ないことになるのかもしれない。でも、お父さんの意見を聞く場がないという部分はあるのか

と思うので、これに関しては、後期の計画の際にはもう少し違う数値のとり方ができないか、

これから検討を続けたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 もう一点、いいですか。まだ計画ができた段階では上がっていなかった取り組みにな

るかと思うのですが、私、最近広報で見つけたのが、白井市の複合型保育施設が令和2年4月に

オープンするのです。働きながら幼稚園通園を応援するという事業を白井市で今度始めます。

幼稚園の時間は、基本的には9時から2時、そこから預かり保育という形が、この近隣の幼稚園

多いのですけれども、その中で、9時前や2時の後に送迎ステーションというところで子供を預

かってくれます。 

 施設から幼稚園までの送迎バスもあり、幼稚園はそこにバスがとまれるようにする。そうす

ると、9時から2時は幼稚園で預かってもらえ、何時までかはわからないけれども、夜遅くなる

まで仕事をするとしても、保育園ではなく、その送迎ステーションで子供は預かってもらえる

という制度が、来年4月から始まります。 

 広報で見たとき、これがあったら私だってもっと働けたのではというのをすごく思ったので

す。保育園に預けるのは、正社員じゃないとハードルが高いのです。パートだったら、保育園

に預けるほどではないかなと。でもパートだと、9時から2時に時間帯が限られて、それだった

ら働かなくてもいいかなとか、いろいろハードルというのは上がったりとか下がったりします

が、もしこれが普通にあったら、大分違ったのではと自分は思うのです。 

 この事業というのが、まだこの進行管理には入っていないのですが、保育サービスの充実と

いうところに入るのじゃないかと思うので。 

 私が個人的に、どれぐらいの利用があって、どう変わるのかというのが気になるところなの

で、今から載せるのは無理かもしれませんが、もしできたらいいなというのと、白井市でそう
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いうこと始まったというのをこの場でお知らせして、たくさんの人が利用できるようにいろい

ろなところで宣伝してほしいなというのが個人的な思いなので、発言させていただきました。 

○会長 事務局。 

○事務局 来年度開始の事業なので、現在の進行管理計画には具体的な項目としてはないので

すが、保育の拡充に関しては、対象となるかと思います。後期計画にちょうどまたがるぐらい

のタイミングから進行管理の中に入ってくるものなのかなと思うので、実績値など後期計画に

組み込んでいけるようにしたいと思います。多分白井駅のところですよね。 

 市内には駅が二つあり、西白井地区の人は白井駅まで来なきゃいけないのとか、桜台の人は

千葉ニュータウン中央駅になりますので、利用者の中からいろいろな声が出てくるのかなと思

います。 

○委員 幼稚園バスが送迎ステーションに送迎するような感じなので。今、白井の幼稚園には

印西市からもたくさん来ているので、これはいい取り組みにはなるのかなと思っています。 

○事務局 委員おっしゃられるように、今までの幼稚園制度や保育園制度とは、また違った画

期的な取り組みとして、お子さんがいて働いている方に思っていただけるような事業と、期待

はしていただいているというのはあると思うのですけれども、まだ始まっていない事業なので、

今後どう動くのか、男女共同参画の視点からも注視していければと考えております。 

○委員 よろしくお願いします。 

○事務局 今おっしゃっていたことを担当課に伝え、周知するようにしたいと思います。 

○委員 よろしくお願いします。 

○会長 ほかにご意見、質問ございませんか。 

○委員 白井男女平等推進計画の1ページのナンバー3です。取りまとめ、事務局からの提供が

遅くなってしまったとありますが、これは引き継ぎがうまくいけば問題なかった。 

○会長 事務局、回答お願いします。 

○事務局 こちらは、事務局が県内の市の中で毎年順番に変わります。昨年度の担当市が、国

際交流と男女共同参画を一緒の担当でやっていらして、友好都市交流事務が昨年度８月中に入

っていて、手が回らなかったことが原因と聞いています。 

○委員 これは事前に、今度うちの市がなるというのは、アナウンスはされていますね。 

○事務局 はい、わかっています。 

○委員 されていますけれども、人員的にそこまで回らなかったと解釈なのですか。 

○事務局 そういうことになります。 

 本年度は、４月に昨年度どういう講座をやりましたかという照会があり、回答したものをす

ぐにまとめて、６月中には各センターに講座情報一覧をお送りできています。 

○委員 極端な話をすれば、その当番になった市町村の担当の方がどれだけ理解して、どれだ

け事前に準備をできるかというところにかかっちゃうわけですか。 

○事務局 はい、そうです。 
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○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 市が設置する審議会における委員の男女比のことなのですけれども、これは男女の比

がバランスとれればいいという話ではないように思えるのです。要するに市の仕事ですので、

能力というものが前提になると思うのです。そちらを重視して人を選んでいった結果が今こう

なのか、それとも、男女比を考慮した結果がこれなのか、どういうことになるのかなと思った

のですが。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 傾向的に、福祉部門は女性の委員が多いところも多いです。ただ、お医者さん、市

内には女性医師はいらっしゃらないと思うのでが、女性の審議会委員さんが入っていない会議

もあります。当然、男女比を考えながら委員の選考はしていただいている部分もありますが、

公募委員でも、当然自分で手を挙げて、こういう審議会に入りたいのだとおっしゃっていただ

いた中から選ばせていただておりますので、男女比にのみ重きを置いて委員の選任を行ってい

るわけではないと考えています。 

○事務局 補足させていただきますと、いろいろな審議会の委員の構成に当たりましては、公

募であったり、学識経験者であったり、いろいろな業界といいますか、その業務に関連の深い

団体の方だったりというような形で構成されているというところがございまして、公募委員に

関しましては手挙げ方式で、複数あった場合の選考では、男女比も考えながら選考させていた

だくのですが、例えば団体等々の方からの推薦に関しましては、必ずしもなかなか性別でとい

う形が難しいもので、結果として積み上がった割合というようなことで報告させていただいて

いるという状況でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 補足させていただくと、今、委員から出たご意見で、性別に重きを置くのか、能力で選んで

いるのかというお話ですが、そういうご指摘は、女性委員を何パーセントにという数値を立て

た際に、大抵起こる議論です。そうした議論は、世界レベルでは50年ぐらい前から起こってお

りまして、北欧などの先進国では、公的部門の意思決定機関の4割を下回らない、そういう制度

を取り入れております。もともと女性の能力が本質的に低いということはなく、経験を積み上

げることによって、その能力が深まっていくということもあり、そうした制度を取り入れても、

社会の力が落ちてしまうということはなく、むしろ伸びている。それが公的部門だけでなくて、

民間部門まで発展しているという国もあるわけで、その中からすると、日本は非常におくれて

いる状況で、女性の衆議院比率が世界で165位だとか、男女格差指数が世界で110位だとか、そ

ういう状況にとどまっている。そういうことと関連しているのかなと思います。 

 私は東京都の足立区から来ていますが、足立区はかつて女性の参画が全国的に進んでいる自

治体として、男女平等度コンテストというので第2位になったこともあるのですけれども、その

中の指標の一つが、審議会における女性委員の割合というのがありまして、そこでも、ただ単
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に女性の頭数をふやすのではなく、力のある女性の委員さんに入っていただきたいということ

で、行政がそういうことをやると手前みそになるのですけれども、審議会委員になるような人

材を開発する講座、2年間にわたるコースの講座を設けて、区の行政、財政を学び、かつジェン

ダー格差について学びという足立区女性大学というのがあり、そうした形で人材を育てる取り

組みをやって、各種の審議会に、そうした女性委員さんを推薦するとか、それから専門団体で

充て職になっている場合でも、その団体にいつも会長さんがいらっしゃる席に、女性の適任者

はいませんかと団体に働きかけるとか、いろいろな取り組みをして、女性の委員さんもふやし

ていったという方法があったりするのですけれども、白井市でも参考になればと。 

○事務局 ありがとうございます。 

○会長 ちょっと長々と発言しました。 

○委員 補足してなのですが、私、白井市の市民参加推進委員をやっていますが、市民も行政

と手をとり合って参画しようということで、大抵の審議会公募委員は広報などで募集をかけて

選考されますが、余り応募者がなかったり、いつも同じような人たちが応募してきたり、どこ

の審議会も同じような顔ぶれの人たちが意見を述べているという機会が多くなってきていて。

そうではなく、幅広い年代、幅広い地域、男女、女性もということで、登録制の公募委員とい

うのを2年ほど前から行っています。無作為抽出で選出して、やってもいいよという人たちを登

録制にした名簿で、公募で募集する人数枠の別に、その登録委員も入る枠というのがあり、選

ばれているのです。 

 今まで1回もそういう審議会に顔を出したことがない方々が新しく、おどおどしながらといっ

たらあれですけれども、初めてでどんなところかしらと思いながら、顔を突き合わせて意見を

述べ合って、こういうところだったら、また違う機会にやってもいいなと思われる方も出たり

して、新しい顔ぶれで、しかも、年齢が若い方々がいたり。今までの審議会というと、リタイ

アした方々で、キャリアはもちろん持っていらっしゃるので、いろいろなことを知っていらっ

しゃいますが、偏ったと言えば、偏った考え方をなさっている方々も多かった中で、若いお母

さんでも、子供を預かってもらって審議会に出るとか、そういうことも可能になってきている

ので、大分変わってはきているはずです。 

○会長 ありがとうございます。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 現在、委員と、きょうお休みですけれども、委員が登録名簿から選ばせていただい

た委員です。 

 2年前は試行期間で、男女共同参画推進会議の公募委員6名のうち2名になっていただいている

のですが、今年度から本格運用になりますので、原則、公募委員の半分はその名簿から選ぶよ

うな形で、今後どの審議会でも運用されていくと思います。 

 委員がおっしゃってくださったように、今まで接してこなかったような人たちがこういう審

議会に入ることで、新たな意見をいただくこともできると思いますし、男性に限らず女性に限
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らず、もっと市のことに興味を持ってもらえるよう、審議会が運営されていくような形になり、

活発になると、市としても非常にありがたいことなのかなと考えています。以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 ご意見、ご質問お願いします。 

○委員 毎年のことで恐縮ですが、この男女平等推進行動計画進行管理票、私には、これが男

女共同参画の中に入るのか、入れなきゃいけないものかと、疑問を毎年思うのです。 

 その中でも、担当課の目標というところ、今年度の目標は入れていただいたのですが、その

目標というところに、男女共同参画の視点からの目標という意味合いで、各課が捉えているか

どうかというところが見えるのではないかと思って、そういう意味でいくと、例えば高齢者福

祉なんかのところだと。 

○事務局 何ページになりますか。 

○委員 31ページ上部に相談支援事業を実施すると書いてありますが、これって福祉の視点か

らはそのとおりと思うのですが、男女共同参画の視点で評価したときにという、そこの視点を

もうちょっと目標のところに入れ込んで、それが本当に実施されたかどうかという評価であっ

てほしいなと思っています。 

 もう一つ言わせてもらうと、防災のなるほど行政講座。80ページになるのですけれども、な

るほど行政講座で、防災訓練とか、なるほど行政講座、防災支援、学習支援と回数多く毎年や

っているのですけれども、これ目標が「防災訓練・講習を通じて災害対応の周知啓発を図る」

となっているのですけれども、これを防災でも、男女共同の視点がきちんと入った災害対応の

啓発ならいいですが、本当にそれがされているのかというところが、いまいちこの目標から見

受けられないので、これは多分各課がそういう意識を持っているかというところで大分違って

くると思うのです。なので、これは各担当課に、ぜひとも伝えておいていただきたいなと思い

ます。 

 以上です。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 取り組み事業がこれだけあって、視点が男女共同参画の視点から語られていないも

のについてというのが、昨年度の会議の場でも同じようにご指摘いただいているのですが、こ

の前期計画に関しては、5カ年の間にこの目標を持ってやりましょうという形で現在進められて

いるものになってくるので、今、途中で変えるというのは難しいのですけれども、計画を立て

た段階での男女共同参画の視点から、どのように考えて、この計画の中に盛り込んだのかとい

う部分があると思いますので、その点については、次年度以降も、男女共同参画の視点から、

どのように事業に取り組んだのかについて、もう少し聞き取れるように対応していければと思

います。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 単純にミスだと思いますが、66ページの企画政策課ですけれども、29年度、30年度に

実施した事業で、女性生き生き相談件数が、27年度、27年度になっているので。 

○事務局 年度の時点から見て、どういう変化があるかとを見るために入れているのか、確認

します。もし前年度実績ということであれば、逆に前年度の数字は出ているわけなので、別に

入れなくてもいい文言なのかなというふうに感じるのですけれども。 

○委員 27年度から比べてなのかな。28、29、30は増えていますよという。 

○事務局 比較として、時点として27年度を置いて、27年度は90件の相談があって、内数とし

てＤＶ相談が20件ありましたと。ただ、そうすると、生き生き相談の件数の年間の件数しか出

ていなくて、内数でＤＶが入っていないのもおかしいと思うので、来年度は整えます。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○委員 前にも、この課題に対して意見を述べたわけですけれども、今、会長から、さっきの

お話の中で、公的機関がやって民間のところにうまく波及しているような実例があるかという

話もありましたけれども、94ページと95ページのところですが、評価は上がっているので、よ

しとするのでしょうけれども、ワークライフバランスという部分で考えた場合に、年次有給休

暇の推進とノー残業デーを実施して、丸となっていますが、実際、水曜日にノー残業デーを実

施したという話が出ているので、具体的に全庁でやられたのか、それとも各部署で努力された

のか、その部分の具体的な内容が知りたいのと、ノー残業デーというと、どうしても最近話題

の時短ハラスメント、早く家に帰れ、帰れみたいな話も出てきてしまって、そういうことをど

うやって防いでいるのかなという点と。 

 また、年次有給休暇なのですが、私も民間企業に勤めているので、最近、働き方改革で年5日

以上とらなくちゃいけない、義務化されている部分、私の企業では5日ではなくて、下限を6日

と設定し、目標値としてやっているところなのですけれども、そういった部分で、丸とかバツ

とか三角とかあると思うのですが、具体的に例えば年次有給休暇の消化率ですとか、何か具体

的に日数のところは、課とか部とか庁内で共有化されているのかどうかというところを教えて

いただければと思いました。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 ノー残業デーですが、全庁を挙げて対応しております。企画政策課の場合ですが、

水曜日は、朝礼で課長からきょうはノー残業デーですと、朝の段階で、まず一言あります。職

員は、庁内情報システムという職員みな同じシステムを見ているのですけれども、水曜日は必

ずそこにポップアップで、水曜日には本日はノー残業デーですと出ます。 

 必ず帰らなければいけないかというと、そうではなくて、業務でどうしてもその時期に忙し

く水曜日も帰れないという課も当然あります。また、人事担当課で達成状況を毎月集計し、毎

週水曜日は6時前までに職員が帰っているか、80％ぐらいかとか、評価として出しています。取
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り組みとしては、そのような形になります。 

 時短ハラスメント的な部分というのは、今、私の周りを見ている限りは、ないと思います。

必要に迫られて、どうしてもきょう中に終わらせなければいけない、スケジュール的に、きょ

う残業しないと終わらないというような仕事に関しては、所属長の許可をとって残業している

方たちもいらっしゃいますので。 

 また、有給の消化率に関しては手元に数値がないので、いただいたご意見への回答を出させ

ていただきますので、それまでにきちんと調べておきます。夏休みとかは出しているのですよ

ね。年間の消化率は出していないと思います。 

○事務局 誰が何日消化したというのは、必ず年間で報告していますが、これまでノルマが達

成されたかという視点では、多分処理していないと思うのですけれども、少なくとも誰がどれ

だけ消化しているということに関しては、全庁的に把握しているところです。 

 ノー残業デーの部分での補足としては、残業がなかなか減りにくいという中で、昨年、過去

にこの取り組みを実施していたものの形骸化しており、働き方改革などきちんと実施していく

ということで、昨年からまた取り組みを復活させたものです。 

 原則的に水曜日は残業やらないようにしましょうという申し合わせの中で、どうしても必要

な場合については、事前に所属長に届け出て、所属長から所管部長に、きょうは誰々が残業し

ますというような形で報告します。絶対やってはいけないということではないのですが、一応

は、帰りましょうというような申し合わせでやらせてはいただいているところです。現在、始

めてから1年ほど経ち、何となくその辺はみんな、きょうは水曜日だからというようなところで、

特段急ぎがなければ帰るような傾向はあるのかなとは、今見ているところです。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

○委員 外国人のことに関してなのですけれども、白井市で住民登録していらっしゃる外国人

というのは、どのくらいいらっしゃるのですか。 

○事務局 平成30年の12月末で1,200人ちょっとになります。 

○委員 英語のパンフを配布していらっしゃると書かれていましたが、外国人市民への情報提

供というか。 

○事務局 何ページになりますか。 

○委員 86ページです。 

 私の周りにも何人か外国の方がいらっしゃるのですが、タイ人とかベトナムとか、そういう

ので英語が理解できる人がどれだけいらっしゃるのかなと思って、この英語の情報提供という

のは、どのくらい役に立っているのでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 英語版の広報に関しては月に1回、日本語の広報は月に2回となっているのですけれ

ども、それを1回にまとめたものを希望する世帯へ郵送と、あとは各センターと市役所の窓口で
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配布をしている状況です。実際にどの程度役に立っているかと言われると難しいところがあり

まして、白井市の外国人の数、昨年末で1,200人強と申し上げたのですが、上位というのは英語

圏ではない部分が多く、今ベトナムとスリランカが市内ではとても多くなっています。彼らが

英語を話せるか、読めるかとなってくると、そこは難しいところになっています。 

 タイ語等に関しては、来日して日本で仕事をしている人もふえているので、翻訳や通訳をボ

ランティアにお願いできます、ベトナム語も少し上がってきているのですけれども、いかんせ

ん、スリランカのシンハラ語に関しては、マイナー言語であって。私、ここの課に異動してく

る前は7年間窓口のある課にいたのですけれども、外国の方が来て、日本語が話せない場合は、

日本語が話せる友達に電話をして、説明をして、通訳をしてもらうという形をとっていました。 

 今後、国際化、多文化共生の中で非常に重要な部分になってくるとは思うのですが、第一外

国語として何かというと、どうしても英語になります。英語以外は難しい部分もあるのですけ

れども、対応を今後とっていくために、どうすればいいかというのを考えなければいけないと

認識はしています。 

 実際に、県の国際交流センターを通じて通訳をお願いして、学校の面談を受けていただいた

りですとか、そういう対応をしたりしている部分もあるのですけれども、市役所の窓口に来る

場合というのは、基本的には、日本語をある程度片言でもしゃべれるか、何かしら日本語をし

ゃべれるお友達とコンタクトをとって、情報を処理していくという形をとっている外国人が多

いという認識はあります。 

○会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。余りよろしくない状況ですけれども、お話は伺いました。 

○委員 私の家の前にもフィリピンの方がいらっしゃるのですけれども、女の方は少し英語が

話せるので、私と会話できるのですが、あと何かわからないような若い男の子が出たり入った

りしていて、彼らはまず英語も日本語もしゃべれないみたいな状況です。知っている方で英語

をしゃべれる方が、本人はしゃべれるというのですけれども、英語で話しかけると、ほとんど

理解できていないというような状況で、これは多分通じていないのだろうとは思うのですけれ

ども。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 男女共同参画室では国際交流や、外国人支援もやっていますが、今の課の実感では

なく、窓口課にいたときの実感になるのですけれども、英語わかりますかと職員が聞いて、わ

かる、わかると言っていても、大抵わかっていないです。 

 窓口の職員も当然日本語がメーンで、英語がしゃべれる人間もそこまで多くない、単語で片

言のやりとりをしている状況の中で、スマートフォンなどで日本語を翻訳して説明をするとい

うことをするのですけれども、識字率が非常に低い国もあり、字が読めない人も中にはいらっ

しゃいます。幾ら文字で見せてもわからない。本当に言葉がわからないと、どうしようもない

という問題は、本当に少ないケースですが、支障をきたすケースもあります。 
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 ただ、それをどう対応するかということになってくると、どうしても市の中だけでは対応し

切れない。何十言語も、しかもマイナー言語の通訳ができるような人がいるわけでもなくて、

今いろいろ便利なポータブルの翻訳機や、あとはスマートフォンのアプリでもオペレーターが

出て、会話で翻訳をしてくれる有償のサービスなどもあるのですけれども、本当に外国人が増

えて事務に支障が出ているかというと、そこまでには至らない部分というのもあるので、何と

かその人が知っている日本語をしゃべれる人を介して、いろいろな事務をやっていただくとい

うのが実際です。 

 ただ、日本国の政策として、今後広く外国人を受け入れていこうという形になった場合には、

対応が必要になってくる部分だと思うので、いざ、そのときになって困らないような検討は少

しずつ進めていきたいとは思っています。 

 以上です。 

○委員 英語のパンフレットをこれだけお金かけて配る必要があるのかどうかとちょっとだけ

思ったのですけれども。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 こちらの英語版の広報に関しましては、国際交流員という有償ボランティアの市民

の方に翻訳していただいています。それを市の職員がレイアウトをつくって市の印刷機で印刷

をして、実際100部、今印刷しているのですけれども、郵送している方は30名ぐらいだと思いま

す。 

 それを情報源としてくださっている方も中にはいらっしゃるので。あと今、英語だけでやっ

ているのですけれども、先々今考えているのは、災害対応等における外国人支援の中で、平仮

名とわかりやすい言葉に書きかえたやさしい日本語というのが、自治体の中でも少しずつ、外

国人向けに使われてきていますので、そこに関しての調査研究も少しずつですけれども、進め

ている状況です。まだ広報や市のお知らせなどには使えている状況ではないのですけれども、

これからもう少し勉強して、市内の外国人にも対応できるようになっていけばいいかと思って

います。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 私から、今のやりとりに関して、窓口にいらっしゃったということもありまして、この会議

の基本テーマである男女平等とか、あるいはジェンダーという視点から見て、外国人のジェン

ダーというか、男女差ということで見えてくる問題といいますか、あるいは男女比率、ジェン

ダー統計の話もありますけれども、男女比率とか、どこの国は男女比率の差が大きくて、どの

国ではとか、そういうことや抱えている問題等で何か課題といいますか、見えてくる状況とい

うのはありますでしょうか。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 窓口においては、基本的にいらっしゃるのは男性の外国人が圧倒的に多いです。奥
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様も外国の方という方もいらっしゃいます、結婚されて日本に来ていらっしゃる場合でも、奥

様が窓口に来るというのは余り多くなくて、特にイスラム教、ムスリムの方たちというのは、

女性が外に出ない部分というのも関係あるかと思うのですけれども。男性が窓口に来ることが

多いです。 

 女性で窓口にいらっしゃるというのは、技能実習生で来ている若い女の子たちや、日本人男

性と結婚している人、自分でちょっと日本語を操れる方たち、パートナーが日本人で、若干日

本語がしゃべれるようになっていると、手続きに必要なメモを持って、窓口に来ることはあり

ますけれども、圧倒的に窓口に来るのは男性です。 

 国籍別の人口であったりとか、男女別の国籍別のというのはあるのですけれども、統計の中

には入っていないですよね。 

○事務局 入っていなかったかね。人数と国籍だけかな。 

○事務局 どこの国籍の人が何人ぐらいいるというのは、統計情報として出してはいるはずで

す。窓口にいて、女性の外国人とお話しすることというのは、ほとんどなかったです。 

○事務局 ありがとうございます。 

○会長 また、私から話しますが、先ほどの委員のご指摘とも重なるのですけれども、ここで

見たときに外国人相談を随時実施と書いてあって、周知を強化するとかあるのですけれども、

これだけだと、男女平等にこのことがどう関わってくるのというのが見えてこないわけで、職

員の方一人ひとりが、男女格差ですとか、あるいは男女平等という視点から見て、どういう問

題があって、どういう課題があって、こうした目標がどういうふうに影響しているかというこ

とを考えながら、これからは大きく計画内容や評価の仕方を改善していっていただければと思

います。 

○事務局 わかりました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。 

 私から、最初の話に戻るのですけれども、委員が指摘した一番最後のページの積極的に育児

をしている父親の割合で、今、その数字が母親の主観ということでという捉え方については、

委員がおっしゃるとおり、母親が実際に育児を担っている状況で、母親から捉えてどうかとい

うことをきちんと、主観だからとか感情だから、数字としてはだめだというのではなくて、そ

このところはきちんと把握することは大事だとは思います。 

 一方、父親に答えていただくと、これっていろいろな家事をしているかと、調査でもいつも

出るのですけれども、父親が、あるいは男性が本来、男はやっていないのに、俺はこれだけや

っているのだぞと過大評価する傾向はずっと前から指摘されているので、両方とれば、真ん中

をとって平等ということでもない、そういうことかと思います。 

 そこの意識することや、その前の年も同じ質問をしているのだったら、つまり、いうところ

の母親の視点ということであれば、そこで減ってきているということは、減ってきているのだ
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ということと、逆に、期待値が上がっていけば、実質かかわっているのがふえたとしても、下

がっちゃうということはあるとは思うのです。 

 あと、もう一つ言いたかったのは、それでも６割の数字が出ているのだからという話でした

けれども、逆に私は、4割もやっていないというか、そういうところは、同じ親なので、これは

ゆゆしき数字だと思っておりますし、言葉のことを言って恐縮ですけれども、言葉はその世界

を反映しているということで、「手伝う」という言葉が出てきまして、父親が育児を手伝うと

いうのは、本来、女がやるものに対してお手伝いという、そういう構造を前提にしていくので、

ここは育児参加については、完全平等を根本に考えていくべきところだと思います。今の現状

から言えばというところもありつつ、本来目指すべきところは完全平等ということを前提とし

て差し支えない部分として、ここは言っておきたいと思います。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 こちらの資料2の3ページの数値目標の実績のところで「積極的に育児をしている父

親の割合」の部分の回答に関しては、担当課へヒアリングを行い、この回答をいただいている

状況です。問診票の中に「両親で協力して育児を行っていますか」という設問に対しての回答

の率になってくるのですけれども、母親の主観での回答になっている可能性が高いとなってい

るのですが、例えばこの設問に関して、シングルで育てていらっしゃる方も中にはいらっしゃ

るとは思うのですけれども、パートナーがいる人に関しては、お互いに考えた上でどう思って

いるかを回答してくださいとか、括弧書きとか注釈をつけるだけでも全然違ってくるのかなと、

この回答をもらったときに私自身は思ったのです。 

 そこに関しては、現在担当をしている保健師も、なぜこの目標、数値をこういう形で出すこ

とになったのかというのが、いまいちわからないという部分もあり、何かもう少し聞き方とか

を考えていってもいいのかもねという話はさせてもらっています。実際に問診票自体を確認し

ていないのですけれども、見せていただいて、こう改訂できないのか、例えば注釈を入れても

らえないかという意見を言うことはできると思うので、そこに関しては、担当にも伝えさせて

いただきたいと思います。 

○会長 よろしくお願いします。 

○委員 そのお話だけを聞いていると、担当課とか担当保健師とかの感覚としては、お父さん

手伝っているねという感覚のほうが強いのかなと感じたのですけれども、そう感じる何かがあ

るのですか、現場の方というのは。わざわざ弁護しているのとか、今の話している感じとかを

見ると、現場では割と父親の育児参加が進んでいるみたいなニュアンスが見てとれたのですけ

れども、何かそういったふうな感じる何かが、もし担当課であるのであれば、それはここで出

すというのはあれなのですけれども、どこかに出せたら、聞いておいていただけたらいいのか

なという。数値目標としては、もちろんまた別の話になるのですけれども、ちょっと感じまし

た。 

○会長 事務局、お願いいたします。 
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○事務局 私がヒアリングをした感触では、問診票にこの質問が載っていて、健診のときは保

健師が面談しますよね。多分その中で、そう感じていない部分というのがあるのではとは思う

のです。 

○委員 結局、していると感じているのか、していないと感じているのか。 

○事務局 何で下がっちゃっているのだろうね、という感じのニュアンスではあったので。あ

と、お父さんと一緒にやる育児教室とか、プレパパ・プレママクラスですか、妊婦さんのため

の教室や何かというのも実際にやっている中で、赤ちゃんと直接接したりとか、新生児訪問な

どもやっているところになので、実際に接触している感触と出てきているものに関してのギャ

ップは、もしかしたら感じているかもしれません。それに関しては、直接私も確認はしていな

いので、もうちょっと掘り下げて聞いてみます。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょう。 

 それでしたら、議題の（２）のほうに進みたいと思います。 

 

（２）後期実施計画の策定について 

 

○会長 それでは、議題の（２）の後期実施計画の策定について、事務局から説明をお願いい

たします。 

○事務局 （事務局説明） 

○会長 ありがとうございます。 

 説明が終わりましたが、皆さんから質問、ご意見ありませんでしょうか。 

○委員 性別のところ、女性、男性、括弧とありますが、括弧を見た瞬間、何だろうと思った

のです。ここに何を書いたらいいのかわからないというものがどうしても出てくる。僕が見て

もそうなので。であれば、この間も言いましたが「無回答」とか、そういう言葉として丸がで

きるものにしたほうが。多分、普通の人はこれ見ても、女性、男性、括弧といって、ここは何

だろうと絶対思うと思うのです。文字にしたほうがいいかと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 ここに関しては、すごく悩みどころの部分で、昨年度末に、皆様にご協力いただい

て性別記載に関する指針を市として策定しましたが、その中でも出てくる部分で、アンケート

であっても、サンプルを集めて指標としたい部分では、男性・女性で本来はとるべき部分かな

と。ジェンダー統計の部分では、会長もご存じだと思うのですけれども、差という部分を出す

ためには、男女だけでやるべきという部分もあったのです。 

 ただ指針をつくった上で、性的少数者の方々が、また性別違和がある方たちというのも世の

中にはいらっしゃるという部分もあって、何かいい方法はないかなという中で、逃げ的な括弧

書きの部分ではあったのです。そこの部分は、皆さんにもご意見いただきたいと思うのですけ
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れども、「無回答」あるいは「回答したくない」という選択肢を持つことで、バランスがきち

んとわからない統計になってしまうのであれば、女性・男性だけにするべきなのか。 

 でも、そういう部分を配慮したということで、括弧書きではなく、多分「無回答」よりは

「回答したくない」という言葉がいいのかなとは思うのですけれども、そこに関しては、きょ

う、ご意見を少し伺えればと思っていた部分です。 

○会長 ありがとうございます。 

 委員の提案としては「無回答」、「その他」とかいろいろある中で「無回答」というのが。 

○委員 一番文字数が少なくて、丸しやすいというか、どこの枠にも入りやすいというのが

「無回答」というふうには思うのですけれども、普通の性別に対して違和感がない人にとって

は、女性・男性、自分がどっちなのかというのはすぐわかることだから、普通に書くと思うの

です、自分の性別を。だけれども、その「無回答」の中に、性自認が女性または男性の人とい

う人が、ここに丸をするかどうかというのを考えたときに、その可能性は少ないかもしれない

なと思ったりするのです。 

 統計的に、例えば「無回答」としたときに、自分は女性だと思っている人が、別に性別なん

か関係ないと思っている人がいたら、もしかしたらその人は「無回答」を書くかもしれないで

すけれども。でも、大抵の一般的な人は多分、女性か男性かというときに、すぐ丸はつけると

思うのです。 

 だから、どこまでを拾うかなのです。今もういろいろな考え方があるから、男女と余りこだ

わらない人というのは、自分が女性であるとか、性自認が女性であったり男性であったりして

も、そういうアンケートについて、こういう項目があった場合に、僕はそういうのは気にして

いないよという人もいるかもしれない。そういう人は、多分「無回答」と括弧のところに丸を

つける可能性が高いと思うのです。 

 僕みたいな当事者とかは、答えたくない人のほうが多いので、もしアンケートに自分の考え、

意見を、それで伝えられるのであれば、その方法であれば、一番入り口として柔らかくなるの

が、こういう「無回答」なのか、何かそういう部分なのじゃないかなと思ったのです。これは

僕の意見なので、ほかの方の意見を聞きたいので。 

○会長 ほかの方のご意見はいかがですか。ご提案、ご意見。 

○委員 最近よくあるのは、「答えたくない」というのが結構選択肢で、アンケート調査を私、

いろいろしているのですけれども、男性、女性、答えたくないというのがあります。三つがよ

く並んでいます。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 このアンケートの案としては、括弧書きをつくったのですけれども、例えば「無回

答」「回答したくない」「答えたくない」、先ほど言っていた「その他」という部分では、

「その他」と日本語で書くと、すごく強い言葉で、英文のアンケートでは、「F」と「M」と

「others」というのが出てくるものが、今すごく多くなっているみたいなのですけれども、英



 - 15 - 

語の「others」と日本語の「その他」は強さがまったく違い、それ以外みたいな感じのニュア

ンスがあると思うのです。何となく排除しているような響きにどうしても聞こえてしまう部分

があって、日本語のアンケートでも、実際に「その他」という言葉を使っているものを見たこ

とがないわけではないのです。私設美術館か何かの来館者アンケートの画像が、ネットを探し

ていたときに見つかって、それは「その他」となっていたのですけれども、でも、決して多く

はないと思うのです。 

 それ以外で、何か配慮を持たせた形での選択肢をつくるとしたときには、どうすればいいか

というのが、多分、一番行政側としても難しい部分だと思うので、そこに関してもし何か、い

いご意見があればと思っています。逆に選択肢を持たせないという選択も一つあると思うので

すけれども、男性と女性だけにするべきだという意見もあると思うのですけれども、そこにつ

いて、ご意見をいただければと思います。 

○会長 いかがでしょうか。 

○委員 問1、問2、問3というところが、個人の属性を特定しようとしている、多分情報をとろ

うとしているところなのですけれども、今問題は、問2だけが問題になっているので、でなけれ

ば、1も2も3も「答えたくない」を設けておけば、かなり柔らかくなる感じなのです。年代を答

えたくない人も世の中にはいるだろうし、別に居住地答えたくない人はなかなかいないと思う

のですけれども、この書類としての見た目が、もし2番で「その他」とか「答えたくない」で悩

むのであれば、個人の属性を言うところの部分には、同じものを選択肢として置いてあげれば、

書類としては非常に柔らかいものがあるというふうに単純に思ったわけです。中には年代を答

えたくない人もいるのかなとか、住んでいるところを聞くのも問題とか。 

 そういうこともあれば、答えたくない問題については「答えたくない」という情報をとるふ

うにしては、もちろんサンプル数は欲しいのだと思うのですけれども、それはしようがないか

なというところがある。だから、明らかにこの2番だけに特出して悩むのではなくて、属性を問

うところで、答えたくなければ答えなくてもいいですよというアンケートにして設けるという

のも、一つの手かなと思いました。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 私も同じで、いろいろなアンケートに答えていると、属性については答えたくないと

いうものも、結構あったりするのです。アンケートとしては、本当はちゃんとした情報が欲し

いのはもちろんなのですけれども、こういった形で、括弧で何だと思われるぐらいなら、もう

属性は三つとも「答えたくない」が入るほうが、形としてはいいかと思います。それによって

統計値が変わるほど、「答えたくない」しか選択しないという人は少ないとは思うので、一定

の統計値としては有効に使えるのではないかなと思います。それでやってみてどうなるかとい

うのでも、結果を次にどう生かすかというふうには見えると思うので、いいかなと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 今、委員と委員のご意見として、クエスチョンの1から3まで全てに「答えたくない」
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というものを逆に入れてしまってはどうかというご意見ですよね。多分サンプル数が多く集ま

れば、「答えたくない」の人を排除した上での男女によってどれぐらいに違うかというものも、

取れると思うので、非常にいい意見をいただいたと思います。 

 多分、一番「答えたくない」を入れたときに、最終的に一番ネックになってくるのは、どれ

だけサンプル数が取れるかで、サンプル数がとれた中で、逆に「答えたくない」と答えた人が

どれぐらいいるのかというのも、また集計として、調査の対象としては、今後に役立たせるこ

ともできる可能性がある回答になってくるのかなという部分もあると思うので、そこの部分に

関しては、ありがとうございます。 

○委員 年代を答えいない人が多いと思います、意外と。 

○委員 今のご意見もそのとおりなのですけれども、そもそもこの男女共同参画に関する調査

をしたいのですよね。そこが1、2、3を知る必要があって、より具体的にそこのアンケートに求

めたいものが出てくるのであれば、私は残すべきだと思うのですけれども、年代別で、例えば

性別で、後の質問がどう生きてくるのかと、そこの狙いをしっかりと持っていないと、あやふ

やな回答のままだと調査の結果がうまく、それが何に反映したいのかというのが読み取れなく

なるのかなというのは、今伺っていて感じるところではあります。 

 ただ、選択肢を広げるというのは、当然大事なことではあると思うので。まとまらないので

すが、そもそもこのアンケートが、どういったものを最終的に求めたいのかというところが気

になったところです。 

○会長 ありがとうございます。 

 私が先ほど「その他」と言ったのは単なる例示であって、私の意見ではありませんで、「答

えたくない」あるいは「回答したくない」というのと、あと「無回答」という2案が出ていて、

その中で事務局のほうでお任せという形でよろしいでしょうか。あるいは、特に「無回答」の

ほうがいいとか、ご意見はありますか。 

 私は、「無回答」は割と中立的で、「答えたくない」というのは意図が入っている感じがあ

るので、中立的なほうを選ぶのだったら、「無回答」のほうが無色透明に近いかなとは思って

います。 

 ということで、事務局で、いろいろ意見が出てきたところで考えていただければということ

と、前回の会議で、QRコードで数値がどうかという話が出てくる以前に、QRコードで数値統計

という話ができるほどサンプルが集まるであろうか、集まらないだろうというご意見のほうが

多く出たかとは思うのですけれども、その後、こういう結果になったのですねということで。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 QRコードをメーンとするつもりではいますが、このアンケートはペーパー１枚で済

む設問になっていますので、来場者にペーパーでのアンケートも実施する方向で今検討してい

ます。なかなかこれだけ答えてくださいというのも難しい部分にはなってくると思うのですけ

れども、来ていらっしゃる方に、ターゲットも自分たちで選択できる部分も出てきて、例えば
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若い夫婦連れに、ご夫婦両方に書いてもらうということもできるし、年配のご夫婦で来ていら

っしゃる方に、お二人にこれやってもらえませんかとお願いすることもできると思うし、委員

は本日いらっしゃらないのですけれども、デートＤＶについて非常に関心を持っていらっしゃ

って、そういう部分では、例えば高校生ぐらいの女の子たちに、これ答えてくれないとお渡し

することもできるという部分もある、メリットもかなり大きいのと、サンプルの収集にも非常

に有効な部分があると思いましたので、ふるさとまつりに関しては、ペーパーでのアンケート

も実施する方向で考えています。 

 ただ、男女共同参画室は非常に人が少ない、昨年度の3人から、室長を除いて2人になってし

まっているので、その2人だけでやるのが厳しいので、企画政策課として少しお手伝いをお願い

しなければいけない可能性が出てくるので、そこがどこまで対応できるかというのをまだ検討

中なので、そこに関しては、QRコードだけにこだわらずにペーパーの部分も考えてやっていこ

うと思っています。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 何なら、ここの委員に声かけてください。 

○事務局 ボランティアでお手伝いいただけるのであれば、ぜひお願いしたいと思います。 

○会長 それでは、ほかに質問、ご意見。 

○委員 どうしても男女共同は、どれぐらい共同になれるか、本当に未来のこと。根本的に男

女は、もともと違う部分がどうしてもあるのです。だから、そのジェンダーの心理的なものと、

本当に行動できる部分と、根本的に男女は違うところ、必ず境、区別あるのですよね。多分、

きつい言い方なのですけれども、そのアンケートは、ジェンダーの部分と男女区別のところは、

交じるところできないと思うのです。 

 そうすると、例えばそういうジェンダーの言葉とか、そういう心理的な選ぶことができると、

一般的な人に対して、逆に混乱しやすい。 

 だから、その部分は、地域を通してどれぐらいの男女、根本的な違うところと同じ平等なと

ころ、それを何か中心の線、根本的に線がないと、本当に男女、どれぐらい平等できるか、お

かしなところもあると思うのですけれども。 

 例えば、簡単に電車に乗るときは、あいている席は男性と女性同時に立っているときは、世

間の目で、女性は席に座れるのです。そういう一般的な事情は多いですよね。もちろん、男女

平等のそういう目標とか思想は普及していない部分もあるのですけれども、その表面、性別と

しての、外観としての女性と男性、別に違っても問題がないかなと思っているのですけれども、

別にジェンダー、精神的に重要で、その重要の選び方は人、自分の重要で、アンケートとして、

そこまではっきり必要なのかどうか。 

 例えばこのアンケートは、用途によって、その用途はどうしても、単なる性別、はっきり情

報をとりたい場合は、区別とりあえずあってもいいかなと思うのです。どうしてもそういうジ

ェンダーのほうは、男女別に性別、そこまで必要ではない部分、精神的な重要なもの、そうい
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うアンケートになったら、ここで柔らかく変えてもいいかなと思う。 

 だから、アンケートの要望によって、そこまで、どんなアンケートでも、ジェンダー、ジェ

ンダー言うと、この社会はどうしても男性と女性、共同になる、ならない部分もあると思うの

ですけれども。そこまで追求すると、一般的な事業とか一般的のこととか、逆に一般的な人に

対して混乱しやすいです。いたずらの人とか、例えば未成年とか、その精神の未熟、はっきり

自分さえもわからない段階のときの人に対して、これ見たら、逆にいたずら選んで、そういう

人いると思うのですけれども。 

 そうすると、本当の本来のアンケートのまとめで、そういうリスト、データ統計したいとき

に、逆にメリット、悪い面に影響あると思うのですけれども、アンケートは用途をはっきり考

えて、その部分は柔らかい形で書くか、どうしても強い面で判断するか、その辺は私の考え方

です。 

 ただ、男女平等の事業は、もちろん共同、平等は、これが一番理想の社会なのですけれども、

そこまでにどれぐらいの平等になれるか。完全に男性と女性は平等になれるかどうか。もとも

と女は子供を産んで、男性はできないですよね。この根本的なものはどうしても変わらないの

で。仕事、社会つくるのには共同で、でも、ある部分はどうしても変わらないと思うのですけ

れども。どう思いますか、皆さん。 

 これは事業、私は４回ぐらい参加して、日本は私一番憧れたところは、女性は女性らしい、

男性は男性らしい。これは最初、私、とても魅力的な国だなと思って、着物を着てすごくきれ

いです。皆さん、こういう仕事の面で、男女平等はとてもいい社会と思います。 

 でも、生活するとして、女性と男性は、どうしても役割が違うところがあると思うのです。

そこまで線は、真ん中の線が揺れると、全て女性は平等で、男性は平等で、その社会はどうい

うふうに、皆さんが考えたことあるのですか。多分、女性と男性、全部衣服も一緒で、髪の毛

も一緒で、言葉の使い方、それも一緒、そういう社会はどうなのか。 

 だから、仕事の面で例えば、私、自分は拙い日本語なのですけれども、その事業として、若

い人に対してどれぐらい宣伝したいのですか。その男性と女性の共同の平等は、根本的の何を

伝えたいのですか。あるいは単なる全てのこと、子供を育てるとか仕事とか、全部平等。家族

の中に、全部平等はなかなか無理かなと思うのです、その部分は。 

 私の考え方変なところ、不十分なところもあるかもしれないけれども、男女共同は何かやる

とき、するとき、何のことをするときも平等のイメージだと思うのです。別にその体の部分は、

どっちがじゃないと思うのです。そのやることに対しての精神は一緒、平等。自分の形として

どっちがじゃなくて、精神の平等かな。別に外側は女性か男性は、一応アンケート用途として、

はっきり問うたほうがいいかなと思うので。 

 あとは、会長さんの意見で、「無回答」はいいと思います、ここまでは。そこまで追求をす

ると、何か今度は逆に混乱しやすいと思います。該当者には、きつい言葉言っているかもしれ

ないけれども。 
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○委員 確かにそうなのですけれども、もともと男女平等参画なので、俺らみたいな当事者っ

て、そこの時点で排除されちゃっているのです。だって、今、体と言うけれども、この企画が

本当に、性自認として男、性自認として女、自分は男です、女です、それがはっきりしている

人たちのための、その人たちのための役割とか生活とかをよくしようというもので取り組まれ

ているのなら、私はここにいる意味がないし、いなくていいと思うのです。もういないから。 

 だから、僕らみたいなやつは、好きにやってと思われるというか、そういうふうに思われて

いるのだなというふうには感じる。ただ、社会を一緒につくっていくという段階では、男と女

だけではなくていろいろな人がいるわけです。僕みたいな人もいるし、ゲイの人もいる、レズ

ビアンの人もいる。子供をもうけたいけれども、子供をつくれない人もいるし、パートナー、

当事者同士でも男性同士で婚約しても、子供は養子として持つこともできるような社会になっ

てきていて、でも、それがひっくるめて全部の社会というふうに考えるのだったら、それを踏

まえた上でのこういう場だったら、僕はいてもいいと思うのですけれども、ただ単に、女性・

男性だけというものであれば、今ここで僕は帰ります。余り意味がないなと。 

○委員 20年前に大学生として社会学を学んだ身からすれば、本当は違うのかな、わからない

ですけれども、こういったジェンダーとか、フェミニズムとかを中心にやっていた社会学者が

いたからこそ、性的少数者の方にも光が当たっていったのではないかと思うのです。それは違

うのかな。そういう性別、最初は、もちろんフェミニズムの運動から始まって、女性の地位向

上というのからもちろん始まっているのですけれども、そういった活動をしていく中で、いろ

いろな性に対してのマイノリティーの意見を吸い上げていったのは、そういう活動をしている

人たちが中心になって、中心というか、意見を吸い上げて、いろいろなところに出していった

のが、割と最初のころの始まりだったのじゃないかなと思うのですけれども。 

 実際、私は20年前から性的少数者について大学の社会学の授業でやっているのです。それは

なぜかというと、社会学者はそういったものを専門にやっていて、そういった文献がたくさん

あったからで、もしそういうのがなかったら、私はそれに触れることはなかったのかなと思う

ので、排除していると思うよりは、逆にそっちを吸い上げてきたのがそういう立場の人じゃな

いのかなと思うのですけれども、違いますかね、会長。 

○会長 はい。 

○委員 私は、そう思ってきたのですけれども、違う。 

○会長 私から、考えていたことを言いますと、まず委員がおっしゃっていた男女平等推進何

とか、参画何とかとかという男女という枠組みだったら、自分のいるところはないとおっしゃ

ったわけですが、歴史的に男女という言葉しかない時代から男女差別があると、男性・女性と

いうくくりでの差別構造があるという中で、男女平等というのを戦後からずっとやってきた歴

史の中で、今その言葉は反省せずに、男女共同参画とか、そういうことを行政的に言っている

わけですけれども、男女共同参画社会基本法とか、あるいはこの白井市の行動計画の中でもど

こかで書かれているとは思うのですけれども、その基本線で、個人が性別にとらわれることな
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く、一人一人の個性と能力を発揮して社会貢献して、その恩恵も受ける社会だというふうに雑

に言ってますが、捉えていて、私は、そこの個人が性別にとらわれることなくというところが

非常に重要だと思っています。 

 そういう意味では、男性とか女性とか、男性・女性というカテゴリーに入らない人もその性

別にとらわれないという意味では、ここにいらっしゃっていただきたいし、いらっしゃられる

のではないかなと、まず思います。 

 でも、男と女は違うのだというご意見がありましたけれども、男と女は違うけれども、女と

女も違うのです。女だからって、女らしいのがいいことだから、女らしい文化を続けていきま

しょうと言われたら、私は迷惑なのです。私の個性が潰されてしまうのです。女性らしい、そ

ういうものをなくしてはだめだと、女だからと言われたら、それはそうですし、男性でもそう

だと思いますし、委員もそうだと思います。一人一人が違うのであって、男集団・女集団で、

男は男らしい、女は女らしいという性別で決めつけないでほしいというのが一人一人の個性を

生かすということですので、男女が平等になるというのが、一人一人の個性をなくして画一的

に、どうぞ男女平等だから、女性もみんなショートカットにするとか、男性もみんな長髪にす

るとか、そういうことではなくて。個性の尊重ということで、いろいろなあり方が認められて

いい。 

 そういう個性を生かすためには、例えば先ほど育児に関しては、完全なる平等と言ったのは、

それを原則に置くという意味で、本来一人一人とか、カップルごとの子育ての仕方があって、

カップルじゃなくて３人で子育てしたっていいと思いますし、そういう多様な子育てがあって、

しかし、そこで女だから、子育ての中心が当然ねと流れないようにという意味で、完全に男女

平等という、それが原則だと言いましたし、そこで言葉のこれまでの使い方から、男女という

言葉を使いましたけれども、原則といいますか、基本理念としてあるのは、先ほど言ったとお

り、一人一人が旧来の固定観念にとらわれずという、そこを強調したいと思います。 

 性的マイノリティーとか性の多様性については、社会学者が吸い上げてきたと言っちゃうと

上から目線の感じがしまして、やはり当事者の運動とか、声を上げてきた背景というのが大切

だと思います。でも、それを学術的に拡散して発信してくる中で、そういう研究者とか社会学

の一定の役割というのはあったと思いますけれども。 

○事務局 今の議論の中で、こちらのオレンジ色の冊子、これが行動計画ということで活動の

もととなる部分ですが、34ページに、先ほど会長おっしゃったような白井市における、言葉と

しては男女平等社会ということで定義はしてあり、その内容や思いはこういうことだというこ

とで、ちょうど中段あたりに書いておりまして、性別に縛られずに自分の位置で生き方を選択

できると、そういった社会をつくっていきたいということは、理念として掲げさせていただい

ております。今いろいろご意見いただいた全てをひっくるめて、みんなに優しい社会をつくっ

ていくということを理念とはしております。 

○会長 ご意見があれば。 
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○委員 問の7なのですけれども、私もここは「暴力を受けたことがない」というような項目が

必要かなとは思いますので、ぜひ加えていただきたいと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 そうしますと、委員から案をいただいていて、まず問7で、暴力を受けたことがある

かないかの質問をつくった上で。 

○委員 この中に「暴力を受けたことがない」という項目があれば、そこに丸をつければ済む

かなと思うのです。このままだと、暴力を受けたことがない人は、どう答えていいのかなと迷

うところがあるので、一つ加えていただけるといいかと思います。 

○事務局 ここの「ある」「なし」のほかに、「暴力を受けたことはない」という設問をつく

ればいいということですかね。 

○会長 委員から手が挙がっておりました。 

 お願いします。 

○委員 Q7については、「暴力を受けたことがありますか」「ある」「ない」の項目、あるの

理由は別で。 

 あと、もう一つ、委員からのご指摘にもあるのですけれども、長くなっちゃうのは確かに問

題なのですけれども、項目ごとに「対等であると思いますか」「思う」「思わない」「どちら

ともいえない」があってもいいのかなと。実際、過去にそれを聞いているアンケートがありま

したよね。 

 そのときにおもしろかったのは、学校教育の現場では「ない」という意見がすごく多いので

す。多いのだけれども、だんだん職場とか家庭生活とかになっていくと、それがどんどん、ど

んどん減っていくので、すごく結果としてはおもしろいし、過去２回とっている実績もあるの

で、長くなっちゃう悩みどころではありますが、私としても委員と同じく、項目ごとに聞いて

ほしいです。委員の④です。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 今のは、Q6に関してということですよね。 

○委員 Q6－１です。Q6－１、一つ一つに。 

○事務局 「思う」「思わない」「どちらともいえない」という形ということですよね。わか

りました。 

○委員 これは、全部はもしかしたら要らない。でも、全部聞きたい感じはありますけれども。 

○事務局 項目を並べて「思う」「思わない」「どちらともいえない」を選択できるようにす

るだけで、ラジオボタンつけるだけであれば、回答自体は逆に負担にはならないかなとは思い

ますので、それに関しては検討させていただきます。ペーパーでやる分には結構簡単なのです

けれども、ネットを使った集計のシステムで、どういうふうにできるのかというのを確認はし

てみたいと思うので。でも、多分おっしゃっている意味はすごくわかるので、そうすると、こ

の項目8で。 
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○委員 「全体として、今の日本では」というのは曖昧なので、これは抜いてもいいかもしれ

ないですよね。 

○事務局 わかりました。 

○委員 そのほかのは聞けたら。 

○事務局 「その他」で自由記載を入れておくべき。例えば、対等と思わないことを自由記載

ができるようにしておくのが、いいでしょうか。 

○委員 自由記載は書かないです。 

○事務局 書かないですかね。 

○委員 軽くやるなら、あってもいいですけれどもね。多分あんまり書かない。 

○事務局 行政的に考えた場合に出てくる設問、対等と思うか、思わないかという部分で、だ

けれども、もしかしたら、そうじゃない部分で対等じゃないと思っている意見が出る可能性も

あるのであれば、「その他」として、ほかに対等ではないと思うことを書いてくださいという

のは残しておいてもいいのかなという感じはしたのですけれども。 

○会長 よろしいですか。私はこのQ6は、前からも言っているかと思うのですけれども、それ

こそ、これは回答した人の主観じゃないですか。回答した人の主観で、男女格差については既

にいろいろな統計があり、国際的にも男女格差も経済、政治、健康、教育について男女格差を

指数化して、日本は先ほど言いましたけれども、先進国の中で最下位の上に、開発途上国と並

べても110位というふうに男女格差が大きいという現実があるわけですから、そうしたことにつ

いて知っているかと聞いたほうが、そういうことを知らないで、対等と思う、思わないという

ことを聞いて、しかも対等と思うという回答した人が多いと、この事業をやっているに二重丸

がついてしまうという、この構造自体がおかしくて、ずっと継続的にやってきた調査項目だし、

国も多分同じような質問を国の調査でもやってきているとは思うのですけれども、私の意見を

ずばり言えば、このQ6自体をなくして、かわりに「男女格差指数が世界110位だということを知

っていますか」というのにかえて、その調査と啓発を兼ねるような質問に取り換えてしまって

はいかがでしょうか。 

 あと、各分野については、特に低いと思われるところはどこですかみたいにかえてしまうと

いった。 

○委員 特に低いと思うところはどこですかという。 

○会長 はい。こういう大胆な意見を発言したいと思います。 

 事務局、お願いします。 

○事務局 統計的に、同じ設問をずっと続けるというのは、いろいろなジャンルで統計をとる

調査ってあると思うのですけれども、多分同じなのかなと思うのです。 

 ただ今回、正式な住民意識調査で無作為抽出をしたものではなく、アンケートという手法を

とる中で、今、会長がおっしゃったようなGGIですよね。ジェンダーギャップ指数に関しての、

ただ説明をつけないと、ジェンダーギャップ指数について、まず皆さんご存じない可能性があ
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るのかなと。そこの簡単な説明をした上で、「日本は世界の何カ国の中で、こんな低い順位な

のを知っていましたか」というので、イエス・ノーで答えるような質問を追加するのは、別に

ありかなとは思うのです。 

 ただ、Q6の1に関しては、意識調査の中で継続して、同じような設問がされているはずなので

す。過去からずっと積み上げていったものの中で、統計的な部分では、その積み上げが大事な

部分もあるのかなと思って残している部分ではあるのです。 

 今おっしゃってくださったような大胆な設問というので、ジェンダーギャップ指数について

の簡単な説明と、知っているか、知らないかということで問いかけをすること自体が、知らな

かった人は、これってなんだろうともしかしたら見てくれる人もいるかもしれない。その中で

日本がこんなに低いのだ、こんな国がこんな上にいるのというのをもしかしたら見てくれる人

もいるかもしれないという、ある意味挑戦的な設問ではあるのかなとは思うのですけれども、

悪くはないかなと思うのです。 

 ただ、このQ6の枝番1に関しても、とっておきたいという行政的な部分があって、その中で逆

に、今先生がおっしゃったように、対等だと思えないものを選択してもらうというのもありな

のかな。委員からの意見で。 

○事務局 この形がそういう形じゃないかな。 

○事務局 設問がふえたとしても、それぞれの項目に対して「思う」「思わない」「どちらと

もいえない」にした上で、なおかつ、ジェンダーギャップ指数に対しての設問というのも、１

個ぼんと入れてもおもしろいかもしれないですね。それ検討させていただきます。 

○会長 はい。お願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○委員 最後に済みません、時間かけて。いろいろな皆さんの意見聞いて、すごく勉強になり

ました。 

 この男女平等、とにかく、この名前はどうしても、男女が強くとれるので、もし男女の言葉

だけでチェンジすれば、最初は皆さんみたとき何もわからないかもしれないけれども、でも、1

年2年たったら、自然にその言葉は理解できると思う。男女平等、まず男女は、その言葉自体は、

ほかの言葉にチェンジしたらいいかな。例えば個性の尊重とか無性別の共同とか。とにかく、

その共同の「男女」は削除したらいいかなと思う。これは確かに会長さん、さっきおっしゃっ

たとおり、歴史の流れを見ると、ずっとそういう言葉で仕方ないみたいで。でも、もう2年前か

ら、これ男女共同ずっと男女で、もし2年前、これ男女削除したら、別の言葉使えれば、多分2

年たったら別の効果出てくると思うのですけれども、その男女が気になるのです。 

○委員 じゃあ、つけ加えて。 

○会長 はい。 

○委員 男女ではなくて、人と人の、人としての平等とかという言葉に変えてしまうと、さっ

き申し上げた人種差別なんかも含むことができるでしょうし、わかりやすくなるかもしれない
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ですね。 

○事務局 多分、会長からもお話しいただけるのかなとは思うのですけれども、男と女、それ

から、それだけではない例えば、委員のような性的少数者の方とかも含めた上での男女平等、

男女共同参画という言葉に関しての違和というのは、私自身も感じましたが、人権としてしま

うと、男女の差に関してぼやける部分が出てきてしまう。男女共同参画、男女平等というのは

広く捉えると、全て人権という言葉の中に入ってくるものなのかなと感じているのです。 

 渋谷区が男女平等多様性何とか委員会という名前だと思うのですけれども、男女、人権とい

う言葉にすると枠が大き過ぎて、男女の格差や男女共同参画の部分がぼやけてしまう。ただ、

男女という言葉にとらわれ過ぎて違和を感じるという部分があるというのは理解しているので

すけれども、今はまだそれに代わるいい言葉がないという部分で、男女共同参画の中に外国人

の問題も若干入っている、先ほどの課長が言った34ページのそれぞれの個人が個人として輝け

る世の中というのが、最終的には人権の部分に入ってくると思いますが、テーマとしては、男

女共同の視点から、そこに関して光を当てていくというのが、行政として、男女共同参画につ

いて業務を行っていく部分かと思うので。今後、何かいい言葉が出てくれば変わっていくこと

はあるのかなとは思うのですけれども、今はこの言葉が一番大事なのかなと思っています。 

○会長 会長から言わせていただきますと、今は歴史的な過渡期の中にいて、本当性別による

差別がなくなれば、男女とか言わなくていいと思うのです。しかし、今その男女という性別で

いろいろな差別や、その結果の格差が生じている中で、男性・女性という軸を出していくこと

が、これは絶対、今現在は外せないことです。先ほど外国人のお話が出ましたし、障害者、そ

ういう人たちの抱える問題とかいろいろな問題があるわけですけれども、障害者も健常者も関

係なく人間なのだから、障害者団体とか言わないで市民団体とか言っちゃえばいいじゃないと

かと、そういうことと同じなわけです。その男女という言葉を今外してしまうということは、

実際ある性差別をぼやかして、みんな仲よくていいじゃないとなってしまう。 

 そういうことを考えると、今現在は残念ながら、この言葉以外に日本語で言える言葉はない

かなと思います。片仮名で言えば、ジェンダー平等社会という言い方はできると思うのですけ

れども、その片仮名は広まらないと思うので、男女とか、私としては男性が先に来ること自体、

かちんと来るところがあるのですが、そういう状況かなと思っています。 

○会長 そのほかご意見。 

○委員 話をアンケートに戻しますけれども、今アンケートの話なので。 

 さっき、枝に分かれて部門、学校教育とか「そう思う」「思わない」「どちらともいえない」

と分けてもいいかなという話も出ていたのですけれども、そうであるのであれば、「どちらと

もいえない」って本当に必要なのかなと思うのです。学校教育の場面はそう思うけれども、職

場ではそう思わないというのが選べるのであれば、「どちらともいえない」は必要ないのかな

と。 

 逆に、そこまで丸・バツをつける必要がなければ、私もいろいろなアンケートを見ています
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けれども、「思う」「やや思う」「やや思わない」「思わない」という形で、右と左をきちん

と分けるということでもいいのかなと思うのです。 

 今、もし各項目について分かれるのであれば、もうどちらか、右か左か決めてもらったほう

が、いいアンケートとれるような気がするのです。そんなことを思いました。 

○会長 事務局。 

○事務局 「どちらともいえない」をとってしまって、個別項目にするのだったら、「思う」

「思わない」だけの回答の二択式にするということで。 

○委員 それが強過ぎるのであれば、「ややそう思う」とか「余りそう思わない」とか、そう

いう形で四択にして、境界がちゃんとわかるようにしたほうが多分、その「どちらともいえな

い」というには、両方ともニュアンスとして伝わってくるので、多分判断する上で、個人の主

観というのは、そこで「思う」寄りなのか、「思わない」寄りかというのが、こっちになって

しまうので、どっちか寄ってあげたほうが、多分いいアンケートとれるのかなというふうに思

いました。 

○事務局 ありがとうございました。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。 

○委員 確認です。結局、Q1、2、3についてのものについては、どうされます。 

○会長 事務局、お願いします。 

○事務局 一応1、2、3同じようにしたほうがソフトになるのではないかという委員の意見もご

ざいましたので、やるとすれば、多分「無回答」を全てにつけるのが、性的少数者の方や、違

和を持っている方たちにはソフトになってくるのかなと。その分サンプルを集めて男女だけで

見たいものを見るのであれば、またそれは「無回答」を除いた部分で見ることも可能になって

くるとは思うので、「無回答」で検討していければいいかと考えます。 

○委員 はい。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでしたら、かなり時間を過ぎてしまって大変申しわけございません。このメンバーでこ

の会議が開催されるのは、今回が最後となりまして、本来でしたら、委員の皆様に一言ずつご

挨拶をというところでしたけれども、きょう十分に皆様からご意見をいただきましたので、こ

れをもちまして令和元年度の第1回の会議を終了させていただきます。ご協力ありがとうござい

ました。 


